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約定弁済開始による『事業再生ＡＤＲの完結』に関するお知らせ 

 

１．事業再生ＡＤＲの完結宣言について 
当社は、全対象金融機関様と協議のうえ、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法所

定の特定認証紛争解決手続（以下「事業再生ＡＤＲ手続」という。）の下で成立した事業再生計画にお

いて平成 24 年 12 月まで返済のご猶予をいただいていた対象債務について、全対象金融機関様のご同意

を得て、今般、その弁済猶予期間を繰り上げ、平成 24 年 7 月より新たな返済計画による約定弁済を開

始することといたしました。 

 また、この事業再生計画の成立以降、当社は、事業再生ＡＤＲ手続の手続実施者に対して定期報告を

行ってまいりましたが、弁済猶予期間の繰り上げ及び約定弁済の開始に伴い、かかる定期報告も終了い

たします。 

 当社は、ここに、当社の事業再生ＡＤＲが名実共に完結したことを宣言いたします。 

 
２．これまでの経緯経過 
 当社は、平成 21 年 6 月に、事業再生ＡＤＲ手続の利用を申請しましたが、同年 10 月、全対象金融機

関様の同意をもって、リスケジュール型の事業再生計画が成立し、事業再生ＡＤＲ手続は終了しており

ます。 

 その後、当社は、保有資産の最適化や一般管理費等の削減により財務体質の改善を図るとともに、新

規分譲マンションの事業化や事業用地の仕入促進、保有する収益不動産の収益性向上と更なるバリュー

アップを図る等積極的な事業展開を行ってまいりました。また、当社の強みである企画力、情報収集力

を駆使し、資金投下が少なく、高利益率かつ短期間サイクルでの収益確保が可能な不動産企画仲介コン

サル等フィービジネスの強化にも努め、平成 22 年 12 月期及び平成 23 年 12 月期に 2期連続黒字化を達

成しました。さらに、メインバンクである株式会社三井住友銀行からの新規プロジェクト融資も再開し、

着実に企業力の強化及び業績の向上を図っており、今般の約定弁済の開始、事業再生ＡＤＲの完結宣言

に至ったものです。 

 

 これを機に、新たなるステージにおいて、ここに至るまでに培ったノウハウ、組織力を駆使し、積極

的な事業展開によりなお一層の収益力、企業力の強化を図るとともに、従業員ひとりひとりの能力を最

大限に引き出し、不動産の最大価値を創出するため、画一的な不動産ビジネスに留まることなく、常に

付加価値の高い新しい領域に挑み続け、あらゆる不動産の“ベストソリューション”を提案する「新生 

日本エスコン」としてスタートいたします。 

 

３．業績に与える影響 

 本件による、平成 24年 12 月期の業績に与える影響はございませんが、平成 24 年 6 月 26 日付で平成

24 年 12 月期第 2四半期連結業績予想については、修正の公表を行っております。 

以上 


